
多量排出事業者提出書類の早見確認一覧表

■処理計画書
対象者

提出者

提出先

提出書類

提出方法

提出期限

処理計画の取り扱い

■実施状況報告書
対象者

提出者

提出先

提出書類

提出方法

提出期限

実施状況報告の取り扱い

参考：
環境省HP

多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導について（通知）　環廃産発110323008号（平成23年３月23日）

http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110323008.pdf

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル（第２版）

http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110323008_an.pdf

財団法人　日本産業廃棄物処理振興センター　HP

産廃知識　多量排出事業者

http://www.jwnet.or.jp/waste/taryouhaishutu.shtml

環境便利帳

都道府県知事又は指定都市の長等

・産業廃棄物処理計画書
・特別管理産業廃棄物処理計画書

多量排出事業者とは

前年度の　①産業廃棄物発生量が１，０００トン以上、又は

　　　　　　　②特別管理産業廃棄物発生量が５０トン以上

である事業場を設置している事業者

産業廃棄物の発生量には、特別管理産業廃棄物の発生量を含まない

当該年度の発生見込みによらず、前年度の発生量によって多量排出事業者が定義される

当該年度に事業場が撤去されていて存在しない場合には、前年度の発生量に関わらず、処理計画の作成
義務は生じない。

発生量に、当該事業場内での自ら直接再生利用した量や自ら中間処理した量等を含む。
生産工程の中で行われる減量操作等の工程を経て発生する場合にはその発生時点での量とし、生産工程
を経た後に事業場内にある施設等で廃棄物の処理としての操作を経て発生する場合には当該廃棄物処理
工程の前での量とする。

HPに公開される。

産業廃棄物処理計画書又は特別管理産業廃棄物処理計画を提出した場合

・報告書の作成単位である事業場又は支店等を管理している代表者（工場長、工場管理者、支店長など）
・建設業の場合、報告書の作成単位である支店等の代表者（支店長など）

都道府県知事又は指定都市の長等

産業廃棄物処理計画実施状況報告書/特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

電子ファイルでの提出も可能

罰則

罰則

留意点

処理計画を実行した翌年の6月30日

以下の場合は20万円以下の過料が課せられる

①実施状況を報告しない者

②虚偽の報告をした者

HPに公開される。

電子ファイルでの提出も可能

処理計画を実行する年の6月30日

以下の場合は20万円以下の過料が課せられる

①処理計画を提出しない者

②虚偽の報告をした者

中間処理業者は含まない

多量排出事業者

・処理計画の作成単位である事業場又は支店等を管理している代表者
　（工場長、工場管理者、支店長など）
・建設業の場合、計画書の作成単位である支店等の代表者（支店長など）


